
〔 銀 行 に か か る 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 同 意 事 項 〕  

 

第 １ 条 （ 個 人 情 報 の 利 用 目 的 ）  

申 込 人 は 、銀 行 が 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 に 基 づ き 、次 の 業 務 な ら び に 利

用 目 的 達 成 に 必 要 な 範 囲 で 、 個 人 情 報 を 取 得 ・ 保 有 ・ 利 用 す る こ と に 同 意 い た し

ま す 。  

１ ．  業 務 内 容  

（ １ ）  預 金 業 務 、 為 替 業 務 、 両 替 業 務 、 融 資 業 務 、 外 国 為 替 業 務 お よ び こ れ ら に 付

随 す る 業 務  

（ ２ ）  公 共 債 の 窓 口 販 売 業 務 、 投 資 信 託 の 窓 口 販 売 業 務 、 保 険 販 売 業 務 、 金 融 商 品

仲 介 業 務 、 信 託 業 務 、 社 債 業 務 等 、 法 律 に よ り 銀 行 が 営 む 業 務 お よ び こ れ ら

に 付 随 す る 業 務  

（ ３ ）  そ の 他 銀 行 が 営 む こ と が で き る 業 務 お よ び こ れ ら に 付 随 す る 業 務 （ 今 後 取 扱

が 認 め ら れ る 業 務 を 含 む ）  

２ ．  利 用 目 的  

銀 行 お よ び 銀 行 の 関 連 会 社 や 提 携 会 社 の 金 融 商 品 や サ ー ビ ス に 関 し 、下 記 利 用

目 的 で 利 用 い た し ま す 。 な お 、 特 定 の 個 人 情 報 の 利 用 目 的 が 、 法 律 等 に 基 づ き 限

定 さ れ て い る 場 合 に は 、 当 該 利 用 目 的 以 外 で 利 用 い た し ま せ ん 。  

（ １ ）  各 種 金 融 商 品 の 口 座 開 設 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス の 申 込 み の 受 付 の た め  

（ ２ ）  犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 に 基 づ く ご 本 人 様 の 確 認 等 や 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス を ご

利 用 い た だ く 資 格 等 の 確 認 の た め  

（ ３ ）  預 金 取 引 や 融 資 取 引 等 に お け る 期 日 管 理 等 、 継 続 的 な お 取 引 に お け る 管 理 の

た め  

（ ４ ）  融 資 の お 申 込 み や 継 続 的 な ご 利 用 等 に 際 し て の 判 断 の た め  

（ ５ ）  金 融 商 品 取 引 法 に 基 づ く 有 価 証 券 ・ 金 融 商 品 の 勧 誘 ・ 販 売 、 サ ー ビ ス の 案 内

を 行 う た め  

（ ６ ）  適 合 性 の 原 則 等 に 照 ら し た 判 断 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス の 提 供 に か か る 妥 当

性 の 判 断 の た め  

（ ７ ）  お 客 様 に 対 し 、 取 引 結 果 、 預 り 残 高 な ど の 報 告 を 行 う た め  

（ ８ ）  与 信 事 業 に 際 し て 個 人 情 報 を 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 に 提 供 す る 場 合 等 、

適 切 な 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 範 囲 で 第 三 者 に 提 供 す る た め  

（ ９ ）  他 の 事 業 者 等 か ら 個 人 情 報 の 処 理 の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て 委 託 さ れ た 場

合 等 に お い て 、 委 託 さ れ た 当 該 業 務 を 適 切 に 遂 行 す る た め  

（ 1 0） お 客 様 と の 契 約 や 法 律 等 に 基 づ く 権 利 の 行 使 や 義 務 の 履 行 の た め  

（ 1 1） 市 場 調 査 、 な ら び に デ ー タ 分 析 や ア ン ケ ー ト の 実 施 等 に よ る 金 融 商 品 や サ ー

ビ ス の 研 究 や 開 発 の た め  

（ 1 2） ダ イ レ ク ト メ ー ル の 発 送 等 、 金 融 商 品 や サ ー ビ ス に 関 す る 各 種 ご 提 案 の た め  

（ 1 3） 提 携 会 社 等 の 商 品 や サ ー ビ ス の 各 種 ご 提 案 の た め  

（ 1 4） 各 種 お 取 引 の 解 約 や お 取 引 解 約 後 の 事 後 管 理 の た め  

（ 1 5） そ の 他 、 お 客 様 と の お 取 引 を 適 切 か つ 円 滑 に 履 行 す る た め  

   ま た 、 銀 行 は 、 銀 行 法 施 行 規 則 第 １ ３ 条 ６ の ６ 等 に よ り 目 的 が 制 限 さ れ て い

る 個 人 情 報 を 次 の 通 り 取 扱 う も の と し ま す 。  

  ・ 個 人 信 用 情 報 機 関 か ら 提 供 を 受 け た 契 約 者 の 返 済 能 力 に 関 す る 情 報 に つ い て

は 、 返 済 能 力 の 調 査 以 外 の 目 的 に 利 用 お よ び 第 三 者 提 供 は い た し ま せ ん  

  ・ 銀 行 が 、 人 種 、 信 条 、 門 地 、 本 籍 地 、 保 健 医 療 ま た は 犯 罪 経 歴 に つ い て の 情

報 等 の 特 別 の 非 公 開 情 報 は 、適 切 な 業 務 運 営 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 目 的 以

外 の 目 的 に 利 用 お よ び 第 三 者 提 供 い た し ま せ ん 。  

 

第 ２ 条 （ 個 人 情 報 期 間 へ の 利 用 ・ 登 録 等 ）  

１ ．  申 込 人 は 、 銀 行 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 お よ び 同 機 関 と 提 携 す る 個 人

信 用 情 報 機 関 に 契 約 者 の 個 人 情 報 （ 当 該 各 機 関 の 加 盟 会 員 に よ っ て 登 録 さ

れ る 契 約 内 容 、返 済 状 況 等 の 情 報 の ほ か 、当 該 各 機 関 に よ っ て 登 録 さ れ る 不



渡 情 報 、 破 産 等 の 官 報 情 報 等 を 含 む 。） が 登 録 さ れ て い る 場 合 に は 、 銀 行 が

そ れ を 与 信 取 引 上 の 判 断（ 返 済 能 力 ま た は 転 居 先 の 調 査 を い う 。た だ し 、銀

行 法 施 行 規 則 第 １ ３ 条 ６ の ６ 等 に よ り 、 返 済 能 力 に 関 す る 情 報 に つ い て は

返 済 能 力 の 調 査 の 目 的 に 限 る 。 以 下 同 じ 。） の た め に 利 用 す る こ と に 同 意 し

ま す 。  

２ ．  申 込 人 は 、 下 記 （「 個 人 信 用 情 報 機 関 」 登 録 情 報 ・ 登 録 期 間 一 覧 表 ） に 定 め

る 個 人 情 報（ そ の 履 歴 を 含 む ）が 、銀 行 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 に 登 録

さ れ 、 同 機 関 お よ び 同 機 関 と 提 携 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 の 加 盟 会 員 に よ っ

て 自 己 の 与 信 取 引 上 の 判 断 の た め に 利 用 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

 

登 録 情 報  

銀 行 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 と

登 録 期 間  

 全 国 銀 行 個 人 信 用 情 報 セ ン タ ー  

氏 名 、生 年 月 日 、性 別 、住 所（ 本 人 へ

の 郵 便 付 着 の 有 無 等 を 含 む 。）、電 話 番

号 、 勤 務 先 等 の 本 人 情 報  

下 記 の 情 報 の い ず れ か が 登 録 さ れ て

い る 期 間  

借 入 金 額 、借 入 日 、最 終 返 済 日 等 の 本

契 約 の 内 容 お よ び そ の 返 済 状 況 （ 延

滞 、 代 位 弁 済 、 強 制 回 収 手 続 、 解 約 、

完 済 等 の 事 実 を 含 む 。）  

本 契 約 期 間 中 お よ び 本 契 約 終 了 日

（ 完 済 し て い な い 場 合 は 完 済 日 ） か

ら ５ 年 を 超 え な い 期 間  

当 行 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 を

利 用 し た 日 お よ び 本 契 約 ま た は そ の

申 込 み の 内 容 等  

当 該 利 用 日 か ら １ 年 を 超 え な い 期 間  

不 渡 情 報  第 １ 回 目 不 渡 は 不 渡 発 生 日 か ら ６ ヶ

月 を 超 え な い 期 間 、 取 引 停 止 処 分 は

取 引 停 止 処 分 日 か ら ５ 年 を 超 え な い

期 間  

官 報 情 報  破 産 手 続 開 始 決 定 等 を 受 け た 日 か ら

１ ０ 年 を 超 え な い 期 間  

登 録 情 報 に 関 す る 苦 情 を 受 け 、調 査 中

で あ る 旨  

当 該 調 査 中 の 期 間  

本 人 確 認 資 料 の 紛 失・盗 難 、貸 付 自 粛

等 の 本 人 申 告 情 報  

本 人 の 申 告 の あ っ た 日 か ら ５ 年 を 超

え な い 期 間  

３ ．  申 込 人 は 、前 項 の 個 人 情 報 が 、そ の 正 確 性・最 新 性 維 持 、苦 情 処 理 、個 人 信

用 情 報 機 関 に よ る 加 盟 会 員 に 対 す る 規 則 遵 守 状 況 の モ ニ タ リ ン グ 等 の 個 人

情 報 の 保 護 と 適 正 な 利 用 の 確 保 の た め に 必 要 な 範 囲 内 に お い て 、 個 人 信 用

情 報 機 関 お よ び そ の 加 盟 会 員 に よ っ て 相 互 に 提 供 ま た は 利 用 さ れ る こ と に

同 意 し ま す 。  

４ ．  本 項 前 各 項 に 規 定 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 は 次 の と お り で す 。 各 機 関 の 加 盟

資 格 、会 員 名 等 は 各 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 さ れ て お り ま す 。な お 、個 人

信 用 情 報 機 関 に 登 録 さ れ て い る 情 報 の 開 示 は 、各 機 関 で 行 い ま す（ 銀 行 で は

出 来 ま せ ん 。）  

（ １ ） 銀 行 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関  

名   称 ： 全 国 銀 行 個 人 信 用 情 報 セ ン タ ー （ 略 称 Ｋ Ｓ Ｃ ）  

住   所 ： 〒 １ ０ ０ － ８ ２ １ ６   

東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ － ３ － １  

電 話 番 号 ： ０ ３ － ３ ２ １ ４ － ５ ０ ２ ０  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ： h t t p s : / / w w w . z e n g i n k y o . o r . j p / p c i c /  

※ 主 に 金 融 機 関 と そ の 関 係 会 社 を 会 員 と す る 個 人 信 用 情 報 機 関  

 

（ ２ ） 保 証 会 社 が 加 盟 す る 個 人 信 用 情 報 機 関  

   名   称 ： 株 式 会 社 シ ー ・ ア イ ・ シ ー （ 略 称 Ｃ Ｉ Ｃ ）  



住   所 ： 〒 １ ６ ０ － ８ ３ ７ ５   

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 １ － ２ ３ － ７  新 宿 フ ァ ー ス ト ウ ェ ス ト

１ ５ 階  

電 話 番 号 ： ０ １ ２ ０ － ８ １ ０ － ４ １ ４  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ： h t t p s : / / w w w . c i c . c o . j p /  

※ 主 に 割 賦 販 売 等 の ク レ ジ ッ ト 事 業 を 営 む 企 業 を 会 員 と す る 個 人 信 用 情

報 機 関  

 

名   称 ： 株 式 会 社 日 本 信 用 情 報 機 構 （ 略 称 Ｊ Ｉ Ｃ Ｃ ）  

住   所 ： 〒 １ １ ０ － ０ ０ １ ４  

東 京 都 台 東 区 北 上 野 １ － １ ０ － １ ４  住 友 不 動 産 上 野 ビ ル ５

号 館  

電 話 番 号 ： ０ ５ ７ ０ － ０ ５ ５ － ９ ５ ５  

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ： h t t p s : / / w w w . j i c c . c o . j p /  

  ※ 主 に 貸 金 業 者 を 会 員 と す る 個 人 信 用 情 報 機 関  

 

（ ３ ） Ｋ Ｓ Ｃ 、 Ｃ Ｉ Ｃ 、 Ｊ Ｉ Ｃ Ｃ は 相 互 に 提 携 す る 個 人 信 用 情 報 機 関 で す 。  

 

第 ３ 条 （ 個 人 情 報 の 収 集 ・ 利 用 ・ 保 有 ）  

１ ．  申 込 人 は 、ロ ー ン 申 込 み に か か る 銀 行 と の 与 信 取 引 上 の 判 断 の た め 、以 下 の 情

報 （ こ れ ら を 総 称 し て 「 個 人 情 報 」 と い う 。） を 銀 行 が 保 護 措 置 を 講 じ た 上 で

収 集 ・ 保 有 ・ 利 用 す る こ と に 同 意 し ま す 。  

（ １ ）  属 性 情 報（ ロ ー ン 申 込 書 お よ び 本 同 意 書 に 記 載 さ れ た 氏 名 、性 別 、生 年 月 日 、

住 所 、 電 話 番 号 、 勤 務 先 （ お 勤 め 内 容 ）、 家 族 構 成 、 居 住 状 況 等 、 契 約 者 の 属

性 （ 変 更 情 報 も 含 む ） に 関 す る 情 報 ）  

（ ２ ）  契 約 情 報（ 契 約 の 種 類 、申 込 日 、契 約 日 、利 用 日 、商 品 名 、契 約 額 、利 用 額 、

支 払 回 数 、 毎 月 の 支 払 額 、 支 払 方 法 等 、 ロ ー ン 契 約 の 内 容 に 関 す る 情 報 ）  

（ ３ ）  取 引 情 報 （ ロ ー ン 契 約 に 関 す る 利 用 残 高 、 月 々 の 返 済 状 況 等 、 取 引 の 現 在 の

状 況 及 び 履 歴 、な ら び に ロ ー ン 契 約 を 保 証 履 行 し た 場 合 の 保 証 履 行 の 事 実 、保

証 履 行 後 の 残 高 、 保 証 履 行 後 の 月 々 の 返 済 状 況 等 の 取 引 に 関 す る 情 報 ）  

（ ４ ）  支 払 能 力 判 断 の た め の 情 報 （ 契 約 者 の 資 産 、 負 債 、 収 入 、 支 出 、 こ の 契 約 以

外 の 銀 行 と 締 結 す る 契 約 に 関 す る 利 用 残 高 、返 済 状 況 等 、契 約 者 の 支 払 能 力 を

判 断 す る た め の 情 報 ）  

（ ５ ）  本 人 確 認 の た め の 情 報（「 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 」（ 以 下「 犯

罪 収 益 移 転 防 止 法 」と い う 。）に 基 づ い て ロ ー ン 契 約 を 行 う 者 が 契 約 者 に 相 違

な い こ と を 確 認 す る た め に 提 出 ま た は 提 示 し た 、 ま た は 銀 行 が 債 権 管 理 業 務

に 基 づ き 取 得 し た 、契 約 者 の 運 転 免 許 証 、パ ス ポ ー ト 、健 康 保 険 被 保 険 者 証 、

印 鑑 証 明 書 、 住 民 票 等 に 記 載 さ れ た 情 報 ）  

２ ．  申 込 人 は 、当 行 が 必 要 と 認 め た 場 合 、契 約 者 の 住 民 票 、戸 籍 謄（ 抄 ）本 、戸 籍

の 附 表 等 に 基 づ く 契 約 者 の 居 住 地 を 確 認 す る た め に 必 要 な 情 報 や 、 与 信 後 の

管 理 上 、相 続 人 等 を 確 認 す る た め に 必 要 な 情 報 を 、収 集・保 有・利 用 す る こ と

に 同 意 し ま す 。  

３ ．  申 込 人 は 、 当 行 が 団 体 信 用 生 命 保 険 の 加 入 業 務 等 を 円 滑 に 遂 行 す る た め に 必

要 な 保 健 医 療 情 報 等 を 収 集 ・ 保 有 ・ 利 用 す る こ と に 同 意 し ま す 。  

第 ４ 条 （ 個 人 情 報 の 第 三 者 提 供 ）  

１ ．  申 込 人 は 、 ロ ー ン の 申 込 み お よ び ロ ー ン 取 引 に か か る 情 報 を 含 む 申 込 人 に 関

す る 下 記 情 報 が 、保 証 委 託 先 で あ る 保 証 会 社 に お け る 本 申 込 み の 受 付 、資 格 確

認 、保 証 の 審 査 、保 証 の 決 定 、保 証 取 引 の 継 続 的 な 管 理 、法 令 等 や 契 約 上 の 権

利 の 行 使 や 義 務 の 履 行 、市 場 調 査 等 研 究 開 発 、取 引 上 必 要 な 各 種 郵 便 物 の 送 付 、

金 融 商 品 や サ ー ビ ス の 各 種 ご 提 案 、 そ の 他 申 込 人 と の 取 引 が 適 切 か つ 円 滑 に

履 行 さ れ る た め に 、 銀 行 よ り 保 証 会 社 に 提 供 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

（ １ ）  氏 名 、 住 所 、 連 絡 先 、 家 族 に 関 す る 情 報 、 勤 務 先 に 関 す る 情 報 、 資 産 ・ 負 債

https://www.cic.co.jp/
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に 関 す る 情 報 、 借 入 要 領 に 関 す る 情 報 等 、 所 定 の 申 込 書 等 に 契 約 者 自 身 が 記

載 ま た は ホ ー ム ペ ー ジ の 申 込 サ イ ト で 入 力 し た 全 て の 情 報  

（ ２ ）  銀 行 に お け る 借 入 残 高 、 借 入 期 間 、 金 利 、 返 済 額 、 返 済 日 等 本 取 引 に 関 す る

情 報  

（ ３ ）  銀 行 に お け る 預 金 残 高 情 報 、 他 の 借 入 金 の 残 高 情 報 ・ 返 済 状 況 等 、 申 込 人 の

銀 行 に お け る 取 引 情 報 （ 過 去 の も の を 含 む ）  

（ ４ ）  延 滞 情 報 を 含 む 本 取 引 の 返 済 に 関 す る 情 報  

（ ５ ）  銀 行 が 保 証 会 社 に 対 し て 代 位 弁 済 を 請 求 す る に あ た り 必 要 な 情 報  

２ ．  申 込 人 は 、国・地 方 公 共 団 体 等 が 運 営 す る 制 度 融 資 の 取 引 に あ た っ て は 、下 記

（ １ ）の 情 報 を（ ２ ）の 利 用 目 的 の た め 当 該 国・地 方 公 共 団 体 等 、制 度 融 資 を

保 証 す る 保 証 会 社 、お よ び 制 度 融 資 の 利 子 補 給 を 行 う 機 関 に 提 供 さ れ 、制 度 融

資 事 務 の た め に 利 用 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

（ １ ）  国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 、 制 度 融 資 を 保 証 す る 保 証 会 社 お よ び 制 度 融 資 の 利 子 補

給 を 行 う 機 関 に 提 供 さ れ る 情 報  

・ 上 記 １ の （ １ ）（ ２ ）（ ３ ）（ ４ ）（ ５ ） の 情 報  

・ 制 度 融 資 の 利 用 状 況 に 関 す る 情 報  

・ そ の 他 制 度 融 資 の 運 用 に 必 要 な 情 報  

（ ２ ）  利 用 目 的  

・ 銀 行 へ の 預 託 業 務  

・ 銀 行 へ の 利 子 補 給 業 務  

・ そ の 他 制 度 融 資 業 務 の 適 切 な 運 営  

３ ．  申 込 人 は 、銀 行 が 債 務 譲 渡 ま た は 証 券 化 を 行 う 場 合 に は 、債 務 譲 渡 ま た は 証 券

化 に 必 要 な 範 囲 内 の 個 人 情 報 が 、 債 権 譲 渡 先 ま た は 証 券 化 の た め に 設 立 さ れ

た 特 定 目 的 会 社 等 に 提 供 さ れ 、資 産 評 価・債 権 管 理・回 収 等 の 目 的 の た め に 利

用 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

４ ．  申 込 人 は 、借 入 の 取 引 に あ た っ て 保 険 を つ け る 場 合 は 、契 約 者 に 関 す る 情 報 を

保 険 契 約 締 結 に 必 要 な 範 囲 で 、銀 行 が 保 険 契 約 を 締 結 す る 幹 事 生 命・損 害 保 険

会 社 に 提 供 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

第 ５ 条 （ 個 人 情 報 の 開 示 ・ 訂 正 ・ 削 除 ）  

１ ．  申 込 人 は 、 銀 行 お よ び 第 2 条 に 定 め る 加 盟 情 報 機 関 、 同 機 関 が 提 携 す る 個 人

信 用 情 報 機 関 に 登 録（ 登 録 と は コ ン ピ ュ ー タ ー 、フ ァ イ リ ン グ に よ り 検 索 可 能

な 状 態 に あ る こ と を い い ま す 。） さ れ て い る 自 己 に 関 す る 個 人 情 報 を 、 個 人 情

報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 開 示 す る よ う 請 求 す る こ と が で

き ま す 。  

（ １ ）  銀 行 に 開 示 を 求 め る 場 合 に は 、 お 取 扱 店 （ 本 支 店 ） に 連 絡 の う え 、 所 定 の 手

続 き を 行 っ て く だ さ い 。  

（ ２ ）  個 人 信 用 情 報 機 関 に 開 示 を 求 め る 場 合 に は 、 第 ２ 条 記 載 の 各 個 人 信 用 情 報 機

関 に 連 絡 の う え 、 所 定 の 手 続 を 行 っ て く だ さ い 。  

２ ．  登 録 さ れ た 個 人 情 報 に 万 一 、不 正 確 ま た は 誤 り が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 保

有 個 人 デ ー タ の 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 銀 行 は

速 や か に 訂 正 ま た は 削 除 に 応 じ る も の と し ま す 。  

第 ６ 条 （ 本 条 項 へ の 不 同 意 ）  

銀 行 は 、 申 込 人 が 本 契 約 の 必 要 な 記 載 事 項 （ 契 約 書 面 で 契 約 者 が 記 載 す べ き 事

項 ） の 記 載 を 希 望 し な い 場 合 お よ び 本 同 意 書 の 内 容 の 全 部 ま た は 一 部 に 同 意 で き

な い 場 合 、本 契 約 を お 断 り す る こ と が あ り ま す 。 た だ し 、第 １ 条 ２ の（ １ ２ ）（ １

３ ） に 同 意 し な い 場 合 で も 、 こ れ を 理 由 に 銀 行 が ロ ー ン の 契 約 を お 断 り す る こ と

は あ り ま せ ん 。  

第 ７ 条 （ 個 人 情 報 の 利 用 停 止 の 申 出 ）  

申 込 人 は 、ロ ー ン 契 約 成 立 後 で も 、第 １ 条 ２ の（ １ ２ ）（ １ ３ ）を 目 的 と す る 個

人 情 報 の 利 用 を 停 止 す る よ う 銀 行 に 申 出 る こ と が で き る も の と し 、 銀 行 は そ れ 以

降 の 利 用 停 止 の 措 置 を と る も の と し ま す 。 た だ し 、 請 求 書 等 業 務 上 必 要 な 書 類 に

同 封 さ れ る 宣 伝 物 ・ 印 刷 物 に つ い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。 な お 、 利 用 停 止



の 申 出 は 第 ５ 条 １ の （ １ ） に 記 載 さ れ た 窓 口 で 行 う も の と し ま す 。  

第 ８ 条 （ 契 約 の 不 成 立 ）  

   申 込 人 は 、 ロ ー ン 申 込 み に か か る 契 約 が 不 成 立 の 場 合 で あ っ て も そ の 理 由 の 如

何 を 問 わ ず 第 ２ 条 ２ 及 び 第 ３ 条 に 基 づ き 、 ロ ー ン の 申 込 み を し た 事 実 に 関 す る 個

人 情 報 が 一 定 機 関 利 用 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

第 ９ 条 （ 同 意 条 項 の 変 更 ）  

本 同 意 書 同 意 条 項 は 法 令 に 定 め る 手 続 き 等 に よ り 、 必 要 な 範 囲 内 で 変 更 で き る

も の と し ま す 。  


